
第Ⅰ部 わが国を取り巻く安全保障環境

● わが国を取り巻く安全保障環境は、様々な課題や不
安定要因がより顕在化・先鋭化してきており、一層厳
しさを増している。

● わが国周辺では、領土や主権、経済権益などをめぐ
り、純然たる平時でも有事でもない、いわゆるグレー
ゾーンの事態が増加・長期化する傾向にある。また、
周辺国による軍事力の近代化・強化や軍事活動など
の活発化の傾向がより顕著にみられるなど、アジア
太平洋地域における安全保障上の課題や不安定要因
は、より深刻化している。

● グローバルな安全保障環境においては、一国・一地域

で生じた混乱や安全保障上の問題が、直ちに国際社会
全体の課題や不安定要因に拡大するリスクが高まっ
ている。イラク・レバントのイスラム国（I

Islamic State of Iraq and the Levant
SIL）などの国

際テロ組織の活動の活発化・拡散、ロシアによるウク
ライナにおける力を背景とした現状変更（いわゆる

「ハイブリッド戦」の展開）、サイバー攻撃の高度化・複
雑化などにみられるように、安全保障上の課題や不安
定要因は、複雑かつ多様で広範にわたっており、一国
のみでの対応はますます困難なものになっている。

● わが国固有の領土である北方領土や竹島の領土問題
が依然として未解決のまま存在している。

概　観

最近のわが国周辺の安全保障関連事象
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● アフガニスタンおよびイラクにおける2つの戦争が
終息に向かい、米国の世界への関わり方が変化しつ
つある一方、米国は厳しい財政状況の中においても、
引き続きその世界最大の総合的な国力をもって世界
の平和と安定のための役割を果していくものと考え
られる。

● 15（平成27）年2月に公表された「国家安全保障戦略」
（N

National Security Strategy
SS）においては、テロの脅威や大量破壊兵器の拡

散、サイバー攻撃などの様々な課題について、引き続
き指導的な役割を果たすとともに、規範に基づく国
際秩序を推進しつつ、同盟国などとともに行動を
取っていく姿勢を強調している。また、アジア太平洋
地域へのリバランスについても、引き続き推進する
こととしているが、中東およびウクライナを巡る情
勢の変化がどのような影響を与えるのかが今後注目
される。

● 一方、2013（同25）年に開始した国防歳出を含む政
府歳出の強制削減により、米軍に様々な影響が生じ
ている。QDRも、強制削減が米軍にもたらす大きな
リスクを強調しており、国防歳出の強制削減が国防
戦略や安全保障戦略に与える影響が注目される。

● また、14（同26）年11月、ヘーゲル米国防長官（当時）
は、限られた資源で米国の軍事的優位性を維持・拡大
するため、敵の能力をオフセット（相殺）するための
革新的な方策を見つけ出すことを目的とした国防イ
ノベーション構想を発表し、これが第3のオフセット
戦略へと発展することを期待する旨述べた。

米　国

アジア・太平洋地域における米軍の最近の動向

 陸軍 ： 約2.9万人
 海軍 ： 約0.7万人
 空軍 ： 約2.9万人
 海兵隊 ： 約0.1万人
 総計 ： 約6.6万人

 陸軍 ： 約49.5万人
 海軍 ： 約32.0万人
 空軍 ： 約30.9万人
 海兵隊 ： 約18.5万人
 総計 ： 約131.0万人

陸軍 ： 約4.4万人
海軍 ： 約4.0万人
空軍 ： 約2.8万人
海兵隊 ： 約2.4万人
 総計 ： 約13.6万人

（1987年総計約35.4万人）

ヨーロッパ正面

（1987年総計約18.4万人）

アジア太平洋正面

（1987年総計約217万人）

米軍の総兵力

（注）　１　資料は、米国防省公刊資料（14（平成26）年12月31日現在）などによる。
　　　２　アジア太平洋正面の配備兵力数には、ハワイ・グアムへの配備兵力を含む。
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【インドネシア】
・F-16×24機の無償供与

（2011年11月発表）

【フィリピン】
・米沿岸警備隊のカッター船の無

償供与（2011年8月、2012年5月）
・米軍のプレゼンス強化などを

目的とする米比防衛協力強化
協定に署名（2014年4月）

【グアム】
・潜水艦のローテーション配備
・爆撃部隊のローテーション配備
・空母の一時寄港用施設の整備
・無人偵察機（RQ-4）の配備

2013年6月、ヘーゲル米国防長官は、米海空軍のアセッ
トの6割をアジア太平洋地域に配備、同地域へのロー
テーション展開を進め、最新装備を配備する旨発言

【韓国】
・28,500名規模の在韓米軍を維持

・空母1隻の母港を大西洋側から太平洋
側（サンディエゴ）に移転（2010年4月）

【台湾】
・台湾が保有するF-16のアップ

グレードなどに関する計画
（2011年9月発表）

【オーストラリア】
○2011年11月の米豪首脳会談で以下のイニシアティブについて合意
・海兵隊のオーストラリア北部へのローテーション展開
・米空軍航空機のオーストラリア北部へのローテーション展開を増加

【シンガポール】
・沿岸域戦闘艦（LCS）のローテー

ション展開（2011年6月表明。
2012年6月、シンガポール政
府との間で大筋合意。2013年
4月に1隻目、2014年12月に2
隻目が展開を開始）

【日本】
・F-22の展開、MV-22オスプレイ配備（CV-22は2017年に

横田へ配備）、P-8配備、グローバルホークの展開
・2基目のTPY-2レーダーの配備
・沖縄の第3海兵機動展開部隊（ⅢMEF）
　地上戦闘部隊などのグアム・ハワイなどへの移転
・ミサイル巡洋艦1隻を追加配備（2015年6月配備）
・BMD対応型イージス艦2隻を追加配備（2015年および

2017年夏を予定）
※2017年にF-35を岩国に配備（海兵隊構想）

（参考）アジア・太平洋地域における海兵隊兵力数

出典：国防省発表資料（2014年12月31日）、ミリタリー・バランス2015

全体：
ハワイ：
グアム：

日本：

約24,049人
7,677人

15人
15,870人

オーストラリア：
韓国：
タイ：

12人
250人
215人

など

※　米地質調査所（USGS）作成地図を使用

15（平成27）年夏に横須賀に展開する予定となっている
米海軍のイージス駆逐艦ベンフォールド【米海軍HP】



【全　般】
● 北朝鮮は、いわゆる非対称的な軍事能力を維持・強化

していると考えられるほか、軍事的な挑発的言動を
繰り返している。北朝鮮のこうした軍事的な動きは、
朝鮮半島の緊張を高めており、わが国はもとより、地
域・国際社会の安全保障にとっても重大な不安定要
因となっていることから、わが国として強い関心を
もって注視していく必要がある。

【大量破壊兵器・ミサイルの開発】
● 13（平成25）年3月、北朝鮮は、経済建設と核武力建

設を並行して進めていく、いわゆる「並進路線」を決
定した。

● 北朝鮮の核開発については、何らかの見返りを得よ
うとするいわゆる瀬戸際政策であるとの指摘がなさ
れてきたが、北朝鮮は体制を維持するうえでの不可
欠な抑止力として核兵器開発を推進しているとみら
れる。

● 北朝鮮は、06（同18）年以降3回核実験を実施してい
るほか、14（同26）年3月以降、更なる核実験の実施
を繰り返し示唆し、国際社会の懸念を高めている。

● 北朝鮮が核兵器計画を継続する姿勢を崩していない
ことを踏まえれば、時間の経過とともに、わが国が射
程内に入る核弾頭搭載弾道ミサイルが配備されるリ
スクが増大していくものと考えられ、関連動向に注
目していく必要がある。

● 北朝鮮は、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）および
SLBM搭載潜水艦の開発を行っていると指摘されて
きたが、15（同27）年5月には、SLBMの試験発射に
成功したと発表しており、打撃能力の多様化と残存
性の向上を企図していると考えられる。また、東倉里

（トンチャンリ）地区に所在するロケット発射タワー
の大型化改修などを行っていると指摘されており、
将来的にはこれまでよりも大型の長距離弾道ミサイ
ルが発射される可能性もある。

● 仮に北朝鮮が弾道ミサイルの長射程化や核兵器の小
型化・弾頭化を実現し、米国に対する戦略的抑止力を
確保したと過信・誤認をした場合、地域における軍事
的挑発行為の増加・重大化につながる可能性もあり、
わが国としても強く懸念すべき状況となり得る。

● また、14（同26）年以降に見られた弾道ミサイル発射
事案では、北朝鮮が任意の地点・タイミングで複数の
弾道ミサイルを発射するなど、奇襲攻撃能力を含む
弾道ミサイル部隊の運用能力の向上が示され、北朝
鮮の弾道ミサイルの脅威がさらに高まっている。

● 北朝鮮の大量破壊兵器・ミサイル開発は、わが国に対
するミサイル攻撃などの挑発的言動とあいまって、
わが国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威と
なっている。また、大量破壊兵器などの不拡散の観点
からも、国際社会全体にとって深刻な課題となって
いる。

【内　政】
● 金正恩国防委員会第1委員長は頻繁に人事異動を行

い、金正恩国防委員会第1委員長が引き上げた人物を
党・軍や内閣の要職に配置するなど、自身を唯一の指
導者とする体制の強化・引き締めを図っているもの
とみられる。

● 14（同26）年には金正恩国防委員会第1委員長の叔
母にあたる金慶喜（キム・ギョンヒ）朝鮮労働党書記
の動静報道が途絶えた一方で、実妹とされる金与正

（キム・ヨジョン）氏が朝鮮労働党幹部として動静が
報じられるようになるなど、金一族の中での世代交
代も進んでいる可能性がある。

● 金正恩体制は一定の軌道に乗っていると考えられる。
しかし、解任などを含む頻繁な人事異動に伴う萎縮
効果により、北朝鮮が十分な外交的勘案がなされな
いまま軍事的挑発行動に走る可能性も生じつつある
ほか、貧富の差の拡大や外国からの情報の流入など
にともなう社会統制の弛緩などに関する指摘もなさ
れており、体制の安定性という点から注目される。

【対外関係】
● 中国は北朝鮮にとってきわめて重要な政治的・経済

的パートナーであり、北朝鮮に対して一定の影響力
を維持していると考えられる。一方、核・弾道ミサイ
ル問題をめぐり北朝鮮が必ずしも中国の立場と一致
した行動を取っていないことや高官の往来などが減
少していることから、中国と北朝鮮の関係が政治・外
交面においては冷却化している可能性も考えられ、
両国の関係については、今後とも注目される。

● 一方、14（同26）年には、北朝鮮は対ロシア外交を活
発化させ、多くの高官の往来や経済協力における進
展がみられた。

北朝鮮



【全　般】
● 中国は、国際社会における自らの責任を認識し、国際

的な規範を共有・遵守するとともに、地域やグローバ
ルな課題に対して、より協調的な形で積極的な役割
を果たすことが強く期待されている。

● 中国は、「平和的発展」を唱える一方で、特に海洋にお
ける利害が対立する問題をめぐって、既存の国際法
秩序とは相容れない独自の主張に基づき、力を背景
とした現状変更の試みなど、高圧的とも言える対応
を継続させ、自らの一方的な主張を妥協なく実現し
ようとする姿勢を示しており、その中には不測の事
態を招きかねない危険な行為もみられるなど、今後
の方向性について懸念を抱かせる面もある。

● 中国は、アジア信頼醸成措置会議（C
Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia

ICA）において軍
事同盟を批判し、「アジア人によるアジアの安全保
障」を提唱するなど、安全保障の分野で独自のイニシ
アティブを発揮しようとしている。また、国際金融の
分野でも、新開発銀行（B

Brazil, Russia, India, China and South Africa
RICS開発銀行）を設立した

ほか、アジアインフラ投資銀行（A
Asian Infrastructure Investment Bank

IIB）の設立準備な
どを進めている。

● また、中国では、「虎もハエも叩く」という方針の下、
党・軍の最高指導部経験者も含め「腐敗」が厳しく摘
発されている。14（平成26）年10月に開催された中
国共産党第18期四中全会において、共産党の指導に
基づく「法治」の推進に言及した決定が採択されたこ
とを受け、党・軍内部の腐敗問題への対応は今後一層
進む可能性がある。

● 中国は周辺地域への他国の軍事力の接近・展開を阻
止し、当該地域での軍事活動を阻害する非対称的な
軍事能力（いわゆる「アクセス（接近）阻止／エリア

（領域）拒否」（「A
Anti-Access / Area-Denial

2／AD」）能力）の強化に取り組んで
いるとみられる。

【軍　事】
● 中国は軍事力を広範かつ急速に強化し、さらに、東シ

ナ海や南シナ海をはじめとする海空域などにおいて
活動を急速に拡大・活発化させている。このような中
国の軍事動向などは、軍事や安全保障に関する透明
性の不足とあいまって、わが国として強く懸念して
おり、今後も強い関心を持って注視していく必要が
ある。また、地域・国際社会の安全保障上においても
懸念されるところとなっている。

● 中国は、従来から、具体的な装備の保有状況、調達目
標および調達実績、主要な部隊の編成や配置、軍の主
要な運用や訓練実績、国防予算の内訳の詳細などに
ついて明らかにしていない。国防政策や軍事力に関
する具体的な情報開示などを通じて、中国が軍事に
関する透明性を高めていくことが望まれる。

● 中国の公表国防費は、引き続き速いペースで増加し
ており、1989年度から現在まで毎年ほぼ一貫して二
桁の伸び率を記録している。公表国防費の名目上の
規模は、1988年度から27年間で約41倍、2005年
度から10年間で約3.6倍となっている。

● 中国は、ミサイル防衛網の突破が可能となる打撃力
の獲得のため、弾道ミサイルに搭載して打上げる極
超音速滑空兵器の開発を推進しているとみられる。
また、中国初の国産空母の建造を進めている可能性
があるとの指摘もある。さらに、次世代戦闘機との指
摘もあるJ-20およびJ-31の開発も進めている。

● 中国は、海空軍などを統合運用するための「東シナ海
統合作戦指揮センター」を新設したとされているほ
か、中国共産党が最高戦略レベルにおける意思決定を
行うための「中央軍事委員会統合作戦指揮センター」
が設立されたとの指摘もある。また、近年中国は、統合
運用体制構築を目指した訓練の実施も進めている。

中　国
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【わが国周辺海空域における活動状況】
● 近年、中国は、より遠方の海空域における作戦遂行能

力の構築を目指していると考えられ、その海上戦力
および航空戦力による海洋における活動を質・量と
もに急速に拡大させている。このような中国の活動
には、不測の事態を招きかねない危険な行為をとも
なうものもみられ、きわめて遺憾であり、中国は「法
の支配」の原則に基づき行動することが求められる。

● 中国政府は、尖閣諸島をあたかも「中国の領土」である
かのような形で含む「東シナ海防空識別区」を設定し、
中国国防部の定める関連の規則に従わない場合は中
国軍による「防御的緊急措置」をとる旨発表した。こう
した措置は、国際法上の一般原則である公海上空にお
ける飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり、
わが国は中国側に対し、公海上空における飛行の自由
を妨げるような一切の措置の撤回を求めている。

● 中国海軍の艦艇部隊による太平洋への進出回数が近
年増加傾向にあり、現在では当該進出が常態化して
いることなどから、外洋への展開能力の向上を図っ
ているものと考えられる。

● 中国公船の動向としては、13（同25）年10月以降は、
尖閣諸島周辺海域における公船の運用状況からルー
チン化の傾向が見られており、運用要領などの基準
が定まった可能性も考えられる。また、公船は大型化
が図られており、世界最大級となる1万トン級の巡視
船の建造も進めている。

● 中国が独自に領有権を主張している島嶼の周辺海空

域において、各種の監視活動や実力行使などにより、
他国の支配を弱め、自国の領有権に関する主張を強
めることが、中国の海洋における活動の目標の一つ
であると考えられる。

● 近年、中国は、海洋における不測の事態を回避・防止
するための取組にも関心を示しており、14（同26）年
4 月、「洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準

（C
Code for Unplanned Encounters at Sea

UES）」に日米などとともに合意した。また、日中防
衛当局は、「海空連絡メカニズム」の早期運用開始に
向けた協議を15（同27）年1月に再開したほか、14

（同26）年11月には、米中間で二つの信頼醸成措置
についての合意を発表した。

【南シナ海およびインド洋における活動の状況】
● 14（同26）年8月には、南シナ海において、中国軍の

戦闘機が米海軍機への異常な接近・妨害を行ったと
される事案が発生している。

● 中国は、南沙諸島にある7つの岩礁において、急速か
つ大規模な埋め立て活動を強行しているほか、一部
の岩礁では滑走路や港湾を含むインフラ整備を推進
しているとみられ、米国をはじめ国際社会から懸念
が示されている。

● 14（同26）年9月から10月にかけてソン級潜水艦が
インド洋で活動を行ったほか、同年、スリランカ・コ
ロンボに2度寄港したとされているなど、中国海軍
は、インド洋などの、より遠方の海域で作戦を遂行す
る能力を向上させている。

● 中国は、東シナ海や南シナ海において、石油や天然ガ
スの採掘およびそのための施設建設や探査を行って
いるが、13（同25）年6月以降には、東シナ海の日中
中間線の中国側において、既存のものに加え、新たな

海洋プラットフォームの建設作業などを進めている
ことが確認されており、中国側が一方的な開発を進
めていることに対して、わが国から繰り返し抗議を
すると同時に、作業の中止などを求めている。

青島

寧波

台北

沖縄

東京

グアム

東シナ海

以下の航空機が飛行
・「Tu-154」情報収集機1機（2日連続、2013年11月）
・「Tu-154」情報収集機1機・「Y-8」情報収集機1機（2013年11月）
・「Tu-154」情報収集機1機（2014年2月）
・「Tu-154」情報収集機1機（2014年3月）

沖縄本島と宮古島を抜けて太平洋へ飛行
・「Y-8」早期警戒機1機（2013年7月）
・「H-6」爆撃機2機（2013年9月）
・「Y-8」早期警戒機2機・「H-6」爆撃機2機
（3日連続、2013年10月）
・「Y-8」情報収集機1機・「H-6」爆撃機2機
（2014年3月）
・「Y-8」早期警戒機2機、「Y-9」情報収集機1機、
「H-6」爆撃機2機（6日、7日、10日および11日、
2014年12月）
・「Y-9」情報収集機1機（2日連続、2015年2月）
・「H-6」爆撃機２機（2015年5月）

「東シナ海防空識別区」内を「Su-30」
戦闘機、「J-11」戦闘機、「KJ-2000」
早期警戒機などが飛行（中国側発表）

2013年11月、「東シナ海防空識別区」
設定を公表

2012年12月、国家海洋局所属固定翼
機が初めて尖閣諸島の領空を侵犯2014年5月および6月、東シナ海上

空において「Su-27」戦闘機2機が海
自機および空自機に異常接近

ETOPO1（NOAA）を使用

わが国周辺空域における最近の中国の活動（航跡はイメージ）



● 昨今ロシアは、自らの勢力圏とみなすウクライナを
めぐり欧米諸国などとの間で対決姿勢を明確にして
いる。一方、ロシアは厳しい経済状況に直面する中に
おいても、引き続き国防費を増大させて、軍の近代化
を継続しているほか、最近では、アジア太平洋地域の
みならず、北極圏、欧州、米本土周辺などにおいても
軍の活動を活発化させ、その活動領域を拡大する傾
向が見られる。

● 極東を含む東部軍管区においては、14（平成26）年9

● 南シナ海においては、領有権などをめぐって中国と
の間で主張が対立しており、近年、中国との摩擦が表
面化している。14（平成26）年5月以降、中国が南沙
諸島の岩礁で埋め立てや滑走路建設などを行ってい
るとして、フィリピン及びベトナムが抗議をした。

● 近年世界各地で発生している紛争は、民族、宗教、領
土、資源などの様々な問題に起因して発生している。
また、内戦や地域紛争を受けて発生・拡大した国家統
治の空白地域が、テロ組織の活動の温床となる例も
多く見られるほか、テロ組織の中には国境や地域を
越えて活動するものもあり、引き続き国際社会に
とって差し迫った安全保障上の課題となっている。
さらに、統治能力のぜい弱な国家の存在は、感染症の
爆発的な流行・拡散などのリスクへの対処を難しく
している。

月、兵員15.5万人以上が参加する大規模演習「ヴォ
ストーク2014」が行われ、部隊の戦闘即応態勢の検
証が行われたほか、北方領土を含む「クリル」諸島に
おいても演習が行われている。

● ロシアは、ウクライナ領内において、外形上「武力攻
撃」と明確には認定しがたい方法で侵害行為を行う

「ハイブリッド戦」を展開し、力を背景とする現状変更
を試みており、アジアを含めた国際社会全体に影響を
及ぼし得るグローバルな問題と認識されている。

● 東南アジア各国は、近年、経済成長などを背景として
国防費を増額させ、第4世代の近代的戦闘機や潜水艦
など、海・空軍力の主要装備品の導入を中心とした軍
の近代化を進めている。

● 国境を越えて活動する各種のテロ組織は、一般的な
傾向として、グローバル化の進展により組織内外に
おける情報共有・連携を進めるとともに、武器や資
金、戦闘員の獲得に当たり、ソーシャル・メディアな
どのサイバー空間を活用し、巧みな広報戦略によっ
て組織のプロパガンダを行っている。シリア・イラク
における混迷に乗じて勢力を拡大してきたISILは、
並外れて潤沢な資金源や国家に対峙しうる強力な軍
事力を有し、一定の領域を事実上支配するなどの点
で、特に際立った存在となっている。このような中、
ISILに忠誠を誓う組織が世界各地にあらわれている。

ロシア

東南アジア

地域紛争・国際テロリズムなどの動向

中国による南沙諸島での埋め立て工事の状況。上段は左から順にジョンソン南礁の埋め立て前後および埋め立て部分の拡大の様子（12（平成24）年1月および15
（同27）年3月撮影）、下段はスビ礁の様子（15（同27）年1月および同年3月）【CSIS Asia Maritime Transparency Initiative / DigitalGlobe】



● 欧米などの先進国においても、社会からの疎外感、差
別、貧困、格差などの不満を背景として、ISILをはじめ
とする国際テロ組織の過激思想に共感を抱く若者が
増えており、それらが戦闘員などとして国際テロ組
織の活動に参加しているほか、自国においていわゆ
る「ホーム・グロウン型」、「ローン・ウルフ型」のテロ
活動を行う事例が増えるなど、先進国においてもテ
ロ発生のリスクが増大しており、わが国も無縁とは
決して言えない状況が起きている。

● このような国際テロの脅威は拡散傾向に拍車がか
かっており、その実行主体も多様化し、地域紛争の複

● 東シナ海・南シナ海においては、既存の国際法秩序と
は相容れない独自の主張に基づき、自国の権利を一
方的に主張し、または行動する事例が多く見られる
ようになっており、「公海における航行の自由」およ
び「公海上空における飛行の自由」の原則が不当に侵
害されるような状況が生じている。

● 北極海沿岸諸国は資源開発や航路利用などの権益確
保に向けた動きを活発化させており、北極圏の戦略
的重要性が高まっている。

● 主要国は、C4ISR機能（注）の強化などを目的として、軍
事施設・目標偵察用の画像偵察衛星、軍事通信・電波
収集用の電波情報収集衛星、軍事通信用の通信衛星、
艦艇・航空機の航法や武器システムの精度向上など
に利用する測位衛星をはじめ、各種衛星の能力向上
や打上げに努めている。

● 軍隊にとって情報通信は、指揮中枢から末端部隊に
至る指揮統制のための基盤であり、情報通信技術

（I
Information and Communications Technology

CT）の発展によって情報通信ネットワークへの軍
隊の依存度が一層増大している。

● そのため、サイバー攻撃は敵の軍隊の弱点につけこん
で、敵の強みを低減できる非対称的な戦略として位置
づけられつつあり、多くの外国軍隊がサイバー空間に
おける攻撃能力を開発しているとされている。

● 諸外国の政府機関や軍隊などの情報通信ネットワー
クに対するサイバー攻撃が多発しており、中国、ロシ
ア、北朝鮮などの政府機関などの関与が指摘されて

雑化とあいまってその防止がますます困難になって
いることから、国際テロ対策に関する国際的な協力
の重要性がさらに高まっており、現在、軍事的な手段
のほか、テロ組織の資金源の遮断やテロ戦闘員の国
際的移動の防止など国際社会全体として各種の取組
が行われている。

● このほか、西アフリカで発生しているエボラ出血熱
の急速かつ広範な流行は、統治体制がぜい弱であり
危機管理能力に乏しい流行国の安定を脅かすととも
に、感染が欧米の各国にも拡大するなど、感染症の拡
大リスクを浮き彫りにした。

●「開かれ安定した海洋」は、世界の平和と繁栄の基盤
であり、各国は、自らまたは協力して、海賊、不審船、
不法投棄、密輸・密入国、海上災害への対処や危険物
の除去といった様々な課題に取り組み、シーレーン
の安定を図っている。

● 一方、中国による衛星破壊実験に見られるように、衛
星攻撃兵器の開発やスペースデブリの飛散などは、
各国の人工衛星などの宇宙資産に対する脅威として
注目されており、宇宙空間の安定的利用に対するリ
スクが、各国にとって安全保障上の重要な課題の一
つとなっている。

いるほか、サイバー攻撃も日に日に高度化・複雑化し
ており、今やサイバーセキュリティは、各国にとって
の安全保障上の重要な課題の一つとなっている。

● サイバー空間における行動規範の策定を目指す動き
があるが、米国や欧州、わが国などは、自由なサイ
バー空間の維持を訴え、ロシアや中国、新興国などの
多くは、サイバー空間の国家管理の強化を訴えてい
るなど、各国の主張には対立が存在しているとの指
摘もある。

海洋をめぐる動向

宇宙空間と安全保障

サイバー空間をめぐる動向

（注）　C4ISR：�Command（指揮）,Control（統制）,Communication（通信）,Computer（コンピューター）,Intelligence（情報）,Surveillance（監視）,�and�
Reconnaissance（偵察）の略



第Ⅱ部 わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟
平和安全法制整備法案の概要①

自衛隊法の改正（在外邦人等の保護措置） 自衛隊法の改正（米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用）

「平和安全法制」の主要事項の関係

（横軸）事態の状況・前提をイメージ

（
縦
軸
）わ
が
国
、国
民
に
関
す
る
事
項

国
際
社
会
に
関
す
る
事
項

在外邦人等輸送（現行）【自衛隊法】
在外邦人等の保護措置（新設）

自衛隊の武器等防護（現行）【自衛隊法】
米軍等の部隊の武器等防護（新設）

平時における米軍に対する
物品役務の提供【自衛隊法】（拡充）
・駐留軍施設等の警護を行う場合等
　提供可能な場面を拡充（米国）

国連PKO等（拡充）
・いわゆる安全確保などの業務拡充
・必要な場合の武器使用権限の拡充

国際連携平和安全活動の実施
（非国連統括型の国際的な平和協力活動。
新設）

重要影響事態における後方支援活動等
の実施（拡充）

【重要影響事態安全確保法】
（周辺事態安全確保法改正）

・改正の趣旨を明確化（目的規定改正）
・米軍以外の外国軍隊等支援の実施
・支援メニューの拡大

国際平和共同対処事態における
協力支援活動等の実施（新設）

【国際平和支援法（新法）】

武力攻撃事態等への対処
【事態対処法制】
「存立危機事態」への対処（新設）
・「新三要件」の下で、「武力の行使」を
　可能に

国家安全保障会議の審議事項の整理【国家安全保障会議設置法】
（注）離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない等の場合の治安出動や海上における警備行動の発令手続の迅速化は閣議
　  決定により対応（法整備なし。）

国際的な平和協力活動
【国際平和協力法】

「新三要件」
（1）わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と

密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これに
よりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸
福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

（2）これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために
他に適当な手段がないこと

（3）必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと船舶検査活動（拡充）
【船舶検査活動法】

・国際社会の平和と安全の
ための活動を実施可能に

○　外国における緊急事態に際して生命または身体に
危害が加えられるおそれがある邦人の保護措置を自
衛隊の部隊等が実施できるようにする。（第84条の3）

保護措置：警護、救出その他の当該邦人の生命または身体
の保護のための措置。輸送を含む。

【手続】防衛大臣による命令
○外務大臣からの依頼、外務大臣と防衛大臣の協
議、内閣総理大臣の承認

【武器使用権限】
○いわゆる任務遂行型の武器使用が可能。
○危害許容要件は正当防衛・緊急避難。

【実施要件】以下の全てを満たす場合
①　保護措置を行う場所において、当該外国の権限
ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当
たっており、かつ、戦闘行為が行われることがない
と認められること。
②　自衛隊が当該保護措置を行うことについて、当
該外国等の同意があること。
③　予想される危険に対応して当該保護措置をで
きる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と当
該外国の権限ある当局との間の連携および協力
が確保されると見込まれること。

※邦人以外の外国人も一定の条件の下、保護することが可能。

○　自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動
に現に従事している米軍等の部隊の武器等を防
護するための武器の使用を自衛官が行うことが
できるようにする。（第95条の2）

【対象】
○米軍その他の外国の軍隊その他これに類する
組織の部隊

○自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動（※）
に現に従事しているものの武器等

（※）共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現
場で行われるものを除く。

【武器使用権限】
○人または武器等を防護するため必要であると
認める相当の理由がある場合には、その事態に
応じ合理的に必要と判断される限度で武器を
使用することができる。

○危害許容要件は正当防衛・緊急避難。

【手続等】
○米軍等からの要請があった場合
○防衛大臣が必要と認めるときに限り
○自衛官が警護を行う
（※）条文上の手続とは別途、運用の考え方を国家安全

保障会議で審議する方針。



重要影響事態安全確保法（周辺事態安全確保法の改正）

国際平和協力法の改正

重要影響事態に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄
与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、わが国の平和および安全の確保に資する
ことを目的とする。

目　的

重要影響事態に対処する以下の軍隊等
①日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍
②その他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動
を行う外国の軍隊
③その他これに類する組織

支援対象

○原則事前の国会承認
○緊急の必要がある場合の事後承認可
（※）改正前の周辺事態安全確保法と同様

国会承認

①後方支援活動（防衛省・自衛隊が実施する物品役務の
種類）
補給、輸送、修理および整備、医療、通信、空港および港
湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用、訓練業務

（※）武器の提供は含まない。弾薬の提供および戦闘作戦行
動のために発進準備中の航空機に対する給油および整
備は実施可能に。

②捜索救助活動
③船舶検査活動（船舶検査活動法に規定するもの）
④その他の重要影響事態に対応するための必要な措置

対応措置

○「現に戦闘行為が行われている現場」では実施しない
（※）遭難者が既に発見され、救助を開始しているときは、部

隊等の安全が確保される限り当該遭難者にかかる捜索
救助活動を継続できる。

○自衛隊の部隊等の長等は、活動の実施場所またはそ
の近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、
またはそれが予測される場合には一時休止等を行う
○防衛大臣は実施区域を指定し、その区域の全部また
は一部において、活動を円滑かつ安全に実施すること
が困難であると認める場合等は、速やかにその指定
を変更し、または、そこで実施されている活動の中断
を命じなければならない

「一体化」の回避

重要影響事態：【（例示）そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等】我が国の平
和及び安全に重要な影響を与える事態　（※）「周辺事態」の定義から「我が国周辺の地域における」を削除

※外国領域での活動の実施が可能（当該外国等の同意がある場合に限る。）（改正前は実施不可。）
※武器使用権限は、自己保存型のみ

○その他の改正事項
①自衛官（司令官等）の国際連合への派遣　②請求権の放棄　③大規模な災害に対処する米軍等に対する物品または
役務の提供　④国際的な選挙監視活動の協力対象の拡大　など

国際連合平和維持活動（拡充） 国際連携平和安全活動（非国連統括型）（新設）
○参加5原則（下線部追加）

○業務の拡充
停戦監視、被災民救援等に加え、いわゆる安全確保業務、いわゆる駆け付け警護、司令部業務等を追加、統治組織
の設立・再建援助の拡充
○武器使用権限の見直し
いわゆる安全確保業務、いわゆる駆け付け警護の実施に当たっては、いわゆる任務遂行のための武器使用を認める
○国会承認
自衛隊の部隊等が行う停戦監視業務、いわゆる安全確保業務については事前の国会承認が基本（閉会中または衆
議院が解散されている場合の事後承認可）

○隊員の安全確保
安全配慮規定、業務の中断および危険を回避するための一時休止その他の協力隊の隊員の安全を確保するため
の措置を定めた実施要領の策定を規定

○要件　参加5原則を満たした上で次のいずれかが
　　　　存在する場合

①　国際連合の総会、安全保障理事会または経済社
会理事会が行う決議

②　次の国際機関が行う要請
・国際連合
・国際連合の総会によって設立された機関または
国際連合の専門機関で、国際連合難民高等弁務官
事務所その他政令で定めるもの
・当該活動にかかる実績もしくは専門的能力を有す
る国際連合憲章第52条に規定する地域的機関ま
たは多国間の条約により設立された機関で、欧州
連合その他政令で定めるもの

③　当該活動が行われる地域の属する国の要請（国
際連合憲章第7条1に規定する国際連合の主要機
関のいずれかの支持を受けたものに限る。）

①　紛争当事者の間で停戦の合意が成立している
こと。
②　国連平和維持隊が活動する地域の属する国およ
び紛争当事者が当該国連平和維持隊の活動および
当該国連平和維持隊へのわが国の参加に同意して
いること。
③　当該国連平和維持隊が特定の紛争当事者に偏る
ことなく、中立的な立場を厳守すること。
④　上記の原則のいずれかが満たされない状況が生
じた場合には、わが国から参加した部隊は撤収す
ることができること。
⑤　武器使用は要員の生命等の防護のための必要最
小限のものを基本。受入れ同意が安定的に維持さ
れると認められる場合、いわゆる安全確保業務お
よびいわゆる駆け付け警護の実施に当たり、自己
保存型および武器等防護を超える武器使用が可
能。

平和安全法制整備法案の概要②



国際平和支援法

事態対処法制の改正

国際平和支援法案の概要

○　わが国の平和と独立、国および国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等への対処について、基本理念、国・地方
公共団体等の責務、手続など基本的事項を定めることにより、対処のための態勢を整備

【参考】武力攻撃事態等
■武力攻撃事態・・・・・・ 武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められ

るに至った事態
■武力攻撃予測事態・・ 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態
■武力攻撃事態等・・・・ 武力攻撃事態および武力攻撃予測事態

（目的）　※「存立危機事態」を追加
○　武力攻撃事態等および存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その

他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等および存立危機事態への対処のための態勢を整備し、
併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、わが国の平和と独立、国お
よび国民の安全の確保に資すること。

（対処基本方針）　※武力攻撃事態または存立危機事態と認定する場合に武力の行使が必要な理由についても記述
○　対処基本方針に定める事項として以下に関する事項を記載

・　事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であることまたは存立危機事態であることの
認定および当該認定の前提となった事実

・　事態が武力攻撃事態または存立危機事態であると認定する場合にあっては、わが国の存立を全うし、国民を守
るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由

・　当該武力攻撃事態等または存立危機事態への対処に関する全般的な方針、対処措置に関する重要事項

【改正の概要】
○　「存立危機事態」への対処等を追加

【国会承認】
○　「存立危機事態」に対処するために自衛隊に防衛出動を命ずるに際しては、現行の規定と同様、原則国会の事前承

認を要する（事態対処法第9条）。

※削除

当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を実施

目　的

以下の国連決議（総会または安保理）があること
①支援対象となる外国が国際社会の平和および安全を
脅かす事態に対処するための活動を行うことを決定
し、要請し、勧告し、または認める決議
②①のほか、当該事態が平和に対する脅威または平和
の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関
連して国連加盟国の取組を求める決議

要　件

○国会承認について例外なき事前承認
○7日以内の各議院の議決の努力義務
○対応措置の開始から2年を超える場合には再承認が
必要
（※）再承認の場合は、国会閉会中または衆議院解散時は

事後承認を許容。

国会承認

①　協力支援活動
諸外国の軍隊等に対する物品および役務の提供
補給、輸送、修理および整備、医療、通信、空港および
港湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用、訓練業
務、建設
（※）武器の提供は含まない（弾薬の提供および戦闘作戦

行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整
備の実施は可能）。

②　捜索救助活動
③　船舶検査活動（船舶検査活動法に規定するもの）

対応措置

○「現に戦闘行為が行われている現場」では実施しない
（※）遭難者が既に発見され、救助を開始しているとき

は、部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者
にかかる捜索救助活動を継続できる。

○自衛隊の部隊等の長等は、活動の実施場所もしくはそ
の近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、そ
れが予測される場合等には、一時休止等を行う。
○防衛大臣は実施区域を指定し、その区域の全部または
一部において、活動を円滑かつ安全に実施することが
困難であると認める場合等には、速やかにその指定を
変更し、または、そこで実施されている活動の中断を
命じなければならない。

「一体化」の回避

国際平和共同対処事態：
①　国際社会の平和および安全を脅かす事態であって、
②　その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、
③　わが国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの

※防衛大臣は自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない旨の規定あり
※武器使用権限は、自己保存型のみ

国際社会の平和および安全の確保に資する



● 平和国家としての歩みの堅持と国際協調主義に基づ
く積極的平和主義を基本理念とし、その実現のため、
主権・独立の維持、領域の保全、国民の生命・身体・財
産の安全の確保、経済発展、普遍的価値やルールに基
づく国際秩序の維持・擁護を、わが国の国益と国家安
全保障上の目標として明確化

● グローバル、アジア・太平洋地域のそれぞれについ
て、わが国を取り巻く安全保障環境と国家安全保障
上の課題を明確化

● わが国を守り抜く総合的な防衛体制の構築など、外
交政策及び防衛政策を中心としたわが国がとるべき
戦略的アプローチを明示

● 国家安全保障戦略を踏まえ、防衛計画の大綱は今後
のわが国の防衛の基本方針、防衛力の役割、自衛隊の
具体的な体制の目標水準などを明示。中期防衛力整
備計画は防衛計画の大綱で示された防衛力の目標水
準の達成のために、5か年の経費の総額の限度と主要
装備の整備数量を明示

● 国家安全保障戦略を踏まえ、①わが国自身の努力、②
日米同盟の強化、③安全保障協力の積極的な推進を
基本方針とする。

● 統合運用を徹底し、装備の運用水準を高め、その活動
量をさらに増加させるとともに、各種活動を下支え
する防衛力の「質」と「量」を必要かつ十分に確保し、
抑止力および対処力を高めていくため、統合運用の
観点からの能力評価を実施し、統合機動防衛力を構築

● 各種事態における実効的な抑止および対処として、
わが国周辺を広域にわたり常続監視し、情報優越を
確保。また、①周辺海空域における安全確保、②島

とうしょ

嶼
部に対する攻撃への対応、③弾道ミサイル攻撃への
対応、④宇宙空間およびサイバー空間における対応、
⑤大規模災害などへの対応を重視し態勢を確保

● アジア太平洋地域の安定化およびグローバルな安全
保障環境の改善として、わが国周辺において常続監
視や訓練・演習などを適時・適切に実施。また、二国
間・多国間の防衛協力・交流、共同訓練・演習、能力構
築支援などを多層的に推進。国際平和協力活動、海賊
対処、能力構築支援などを積極的に推進

● 防衛力が最大限効果的に機能するよう、これを下支
えする基盤もあわせて強化

国家安全保障戦略の概要
戦略、防衛大綱、中期防および年度予算の関係

防衛計画の大綱の「別表」

防衛計画の大綱の概要

国家安全保障戦略

防衛計画の大綱

中期防衛力整備計画

年 度 予 算

戦略を踏まえ策定

示された防衛力の
目標水準の達成

予算となり、事業
として具体化

外交政策および防衛政策を中心と
した国家安全保障の基本方針

（おおむね10年程度の期間を念頭）

防衛力のあり方と保有すべき防衛
力の水準を規定

（おおむね10年程度の期間を念頭）

5年間の経費の総額（の限度）と主
要装備の整備数量を明示

情勢などを踏まえて精査のうえ、
各年度毎に必要な経費を計上

区分 現状（平成25年度末） 将来

陸上
自衛隊

編成定数
　常備自衛官定員
　即応予備自衛官員数

約15万9千人
約15万1千人

約8千人

15万9千人
15万1千人

8千人

基幹
部隊

機動運用部隊
中央即応集団
1個機甲師団

3個機動師団
4個機動旅団
1個機甲師団
1個空挺団

1個水陸機動団
1個ヘリコプター団

地域配備部隊
8個師団
6個旅団

5個師団
2個旅団

地対艦誘導弾部隊 5個地対艦ミサイル連隊 5個地対艦ミサイル連隊

地対空誘導弾部隊 8個高射特科群／連隊 7個高射特科群／連隊

海上
自衛隊

基幹
部隊

護衛艦部隊

潜水艦部隊
掃海部隊
哨戒機部隊

4個護衛隊群（8個護衛隊）
5個護衛隊
5個潜水隊

1個掃海隊群
9個航空隊

4個護衛隊群（8個護衛隊）
6個護衛隊
6個潜水隊

1個掃海隊群
9個航空隊

主要
装備

護衛艦
（イージス・システム搭載護衛艦）
潜水艦
作戦用航空機

47隻
（6隻）
16隻

約170機

54隻
（8隻）
22隻

約170機

航空
自衛隊

基幹
部隊

航空警戒管制部隊

戦闘機部隊
航空偵察部隊
空中給油・輸送部隊
航空輸送部隊
地対空誘導弾部隊

8個警戒群
20個警戒隊

1個警戒航空隊（2個飛行隊）
12個飛行隊
1個飛行隊
1個飛行隊
3個飛行隊
6個高射群

28個警戒隊

1個警戒航空隊（3個飛行隊）
13個飛行隊

―
2個飛行隊
3個飛行隊
6個高射群

主要
装備

作戦用航空機
　うち戦闘機

約340機
約260機

約360機
約280機

（注）1　戦車および火砲の現状（平成25年度末定数）の規模はそれぞれ約
700両、約600両／門であるが、将来の規模はそれぞれ約300両、
約300両／門とする。

2　弾道ミサイル防衛にも使用し得る主要装備・基幹部隊については、
上記の護衛艦（イージス・システム搭載護衛艦）、航空警戒管制部
隊および地対空誘導弾部隊の範囲内で整備することとする。



● 基幹部隊の見直し、自衛隊の能力などに関する主要
事業、日米同盟の強化のための施策、整備規模、所要
経費を規定

● 基幹部隊の見直し
・陸上自衛隊：陸上総隊を新編、2個師団および2個旅

団を2個機動師団および2個機動旅団に改編、沿岸
監視部隊や警備部隊を新編、水陸機動団を新編

● ①移転を禁止する場合の明確化、
②移転を認め得る場合の限定なら
びに厳格審査および情報公開、③
目的外使用および第三国移転にか
かる適正管理の確保

● 防衛装備の移転にかかる具体的基
準や手続き、歯止めを今まで以上
に明確化、内外に透明性をもった
形で明示

● 米国をはじめ諸外国との防衛装
備・技術協力をより積極的に進め、
必要な防衛諸施策をより一層積極
的に推進

・海上自衛隊：1隻のヘリコプター搭載護衛艦と2隻
のイージス・システム搭載護衛艦を中心として構成
される4個の護衛隊群に加え、その他の護衛艦から
構成される5個の護衛隊を保持、潜水艦を増勢

・航空自衛隊：那覇基地に戦闘機部隊1個飛行隊を移
動、警戒航空部隊に1個飛行隊を新編、訓練支援機能
を有する部隊を統合

中期防衛力整備計画の概要

中期防衛力整備計画の「別表」

防衛装備移転三原則

日仏防衛装備品・技術移転協定に署名する4大臣

区分 種類 整備規模

陸上自衛隊

機動戦闘車
装甲車
水陸両用車
ティルト・ローター機
輸送ヘリコプター（CH-47JA）
地対艦誘導弾
中距離地対空誘導弾
戦車
火砲（迫撃砲を除く。）

99両
24両
52両
17機
6機

9個中隊
5個中隊

44両
31両

海上自衛隊

護衛艦（イージス・システム搭載護衛艦）
潜水艦
その他
自衛艦建造計（トン数）
固定翼哨戒機（P-1）
哨戒ヘリコプター（SH-60K）
多用途ヘリコプター（艦載型）

5隻（2隻）
5隻
5隻

15隻（約5.2万トン）
23機
23機
9機

航空自衛隊

新早期警戒（管制）機
戦闘機（F-35A）
戦闘機（F-15）近代化改修
新空中給油・輸送機
輸送機（C-2）
地対空誘導弾ペトリオットの能力向上（PAC-3 MSE）

4機
28機
26機
3機

10機
2個群および教育所要

共同の部隊 滞空型無人機 3機

（注）　�哨戒機能を有する艦載型無人機については、上記の哨戒ヘリコプター（SH-60K）の機数の範囲内で、追加的な整備を
行い得るものとする。



【「2+2」会合（15（平成27）年4月27日）】
①「新ガイドライン」を了承。これにより、日米両国の役

割および任務についての一般的な大枠および政策的
な方向性を更新するとともに、同盟を現代に適合し
たものとし、また、平時から緊急事態までのあらゆる
段階における抑止力および対処力を強化すること
で、より力強い同盟とより大きな責任の共有のため
の戦略的な構想が明らかにされた。

②同盟の抑止力および対処力を強化するための取組の
進捗について、満足の意をもって留意

③地域的および国際的な協力について最近の進展を強調
④在日米軍再編について、地元への米軍の影響を軽減

しつつ、将来の課題および脅威に効果的に対処する

● 日米安保条約に基づく日米安保体制は、わが国自身の
努力とあいまってわが国の安全保障の基軸である。

● 日米安保体制を中核とする日米同盟は、わが国のみ
ならず、アジア太平洋地域、さらには世界全体の安定
と繁栄のための「公共財」として機能している。

【防衛協力とガイドラインの目的】
● 安保・防衛協力の強調事項を新たに明記。ガイドライ

ンの目的の考え方は1997年のガイドライン（97ガ
イドライン）を維持

【強化された同盟内の調整】
● 平時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置、共

同計画の策定・更新

【日本の平和および安全の切れ目のない確保】
● ガイドラインの中核である日本の平和と安全を確保

するため、平時から緊急事態まで、「切れ目のない
（シームレスな）」協力を実現するための方向性を提示
A. 平時からの協力措置

同盟の抑止力・対処力を強化するため、平時から
の協力の具体的なあり方を明記

B.  日本の平和および安全に対して発生する脅威への対処
日本の平和および安全に対して発生する脅威に
対処するための措置を記述

C.  日本に対する武力攻撃への対処行動
武力攻撃対処における日米間の基本的な考えは
維持しつつ、日米協力の拡大・多様化などを踏ま
え、内容を充実

D.  日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動
今回のガイドラインで新たに盛り込み

● わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す
一方、米国がアジア太平洋地域への関与およびプレ
ゼンスの維持・強化を進めている現状を踏まえると、
日米同盟の強化は、わが国の安全の確保にとってこ
れまで以上に重要となっている。

E.  日本における大規模災害への対処における協力
東日本大震災の経験も踏まえ新たに盛り込み

【地域のおよびグローバルな平和と安全のための協力】
● これまでの活動の経験も踏まえつつ、地域のおよび

グローバルな平和と安全のための日米間の具体的な
協力のあり方について明記

【宇宙およびサイバー空間に関する協力】
● 宇宙やサイバー空間といった新たな戦略的領域にか

かる協力を新たに盛り込み

【日米共同の取組】
● 二国間協力の実効性をさらに向上させるため、防衛

協力の基礎となる取組として、 
A.防衛装備・技術協力 
B.情報協力・情報保全 
C.教育・研究交流 
を新たに盛り込み

【見直しのための手順】
● 97ガイドラインの考えを維持しつつ、定期的な評価

の実施を新たに盛り込み

日米安全保障体制

新ガイドラインの概要

同盟強化の基盤となる取組

15（平成27）年4月にワシントン D.C.で行われた日米首脳会談における安
倍内閣総理大臣とオバマ米大統領【内閣広報室】



在日米軍の日本における配置図

空軍：第5空軍司令部
第374空輸航空団
C-130輸送機
C-12輸送機
UH-1ヘリ　など
CV-22オスプレイを配備予定

在日米軍司令部

陸軍：第1軍団（前方）
在日米陸軍司令部

横田

海軍：横須賀艦隊基地隊
空母　　　巡洋艦
駆逐艦　　揚陸指揮艦

在日米海軍司令部
横須賀

座間

嘉手納

海兵隊：第36海兵航空群
CH-53ヘリ
AH-1ヘリ
UH-1ヘリ
MV-22オスプレイ　など

普天間

海軍：
港湾施設、貯油施設

ホワイトビーチ地区

陸軍：第1特殊部隊群（空挺）第1大隊
/第10支援群

トリイ

海軍：佐世保艦隊基地隊
揚陸艦
掃海艦
輸送艦

佐世保

海軍：
F/A-18戦闘攻撃機　など
（空母艦載機）

厚木

空軍：第35戦闘航空団
F-16戦闘機

海軍：P-3C対潜哨戒機　など

三沢

海兵隊：第12海兵航空群
F/A-18戦闘攻撃機
A/V-8攻撃機
EA-6電子戦機
C-12輸送機
KC-130空中給油機

岩国

海兵隊：第3海兵機動展開部隊司令部
コートニーなどの海兵隊施設・区域

海兵隊：
第12海兵連隊（砲兵）
第31海兵機動展開隊

ハンセン

海兵隊：第4海兵連隊（歩兵）
シュワブ

陸軍：
TPY-2レーダー：いわゆる「Xバンド・レーダー」

陸軍：
TPY-2レーダー：
いわゆる「Xバンド・レーダー」

車力経ヶ岬
きょうがみさき しゃりき

三沢

横田
厚木
横須賀岩国

経ヶ岬

佐世保

車力

空軍：第18航空団
F-15戦闘機
KC-135空中給油機
HH-60ヘリ
E-3早期警戒管制機
海軍：P-3C、P-8A哨戒機　など
陸軍：第1-1防空砲兵大隊
ペトリオットPAC-3

15（平成27）年4月にニューヨークで行われた日米安全保障協議委員会
（「2+2」会合）における日米の防衛・外務4閣僚

第14回IISSシャングリラ会合（15（平成27）年5月）の機会にシンガポールに 
おいて行われた日米防衛相会談における中谷防衛大臣とカーター米国防長官

ための能力を強化することで抑止力が強化される強
固かつ柔軟な兵力態勢を維持することに対するコ
ミットメントを強調

【日米防衛相会談（15（平成27）年5月30日）】
● 東シナ海、南シナ海などにおける力による現状変更

の試みに反対することで一致した。平和安全法制が
新ガイドラインの実効性の確保につながることを確
認するとともに、「サイバー防衛政策ワーキンググ
ループ」におけるこれまでの検討の成果がとりまと
められたことを歓迎した。また、沖縄の負担軽減のた
めに協力していくことを確認するとともに、カー
ター長官から、ハワイで発生したオスプレイの事故
について必要な情報提供を行っていく、オスプレイ
の安全な運用を改めて徹底する、との発言があった。

【同盟強化の方向性】
● 西太平洋における日米のプレゼンスを高めつつ、グ

レーゾーンの事態における協力を含め、平素から各
種事態までのシームレスな協力態勢を構築する。共
同訓練・演習および共同の情報収集・警戒監視・偵察

（ISR）活動の拡大と、それらの活動の拠点となる両国
の施設・区域の共同使用の拡大を引き続き推進して
いる。



● 米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地
元の負担を軽減するため、在日米軍の再編などを進
めており、沖縄においては、普天間飛行場の移設、在
沖米海兵隊のグアム移転、嘉手納以南の土地の返還
などに取り組んでいる。

● 住宅や学校などに密接して位置している普天間飛行
場の固定化は絶対に避けなければならないと考えて
おり、これは政府と沖縄の皆様の共通認識であると考
えている。同飛行場の移設について、キャンプ・シュワ
ブ辺野古崎地区およびこれに隣接する水域に普天間
飛行場代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の
継続的な使用を回避するための唯一の解決策である

という考えに変わりはなく、政府としては、同飛行場
の一日も早い移設・返還を実現し、沖縄の負担を早期
に軽減していくよう努力していく考えである。

● 普天間飛行場の移設は、同飛行場を単純に移設する
ものではなく、沖縄の負担軽減にも十分資するもの
と考えており、政府をあげて、取り組んでいる。

● 普天間飛行場代替施設建設事業に関しては、環境影
響評価、公有水面埋立の手続を含め、関係法令などに
従うことはもちろん、十分に時間をかけて、沖縄県か
らの意見を聴取するなどの手続を踏んできた。その
上で、海上ボーリング調査の作業を14（平成26）年8
月14日に開始したところである。

在日米軍の駐留

沖縄の地政学的位置と在沖米海兵隊の意義・役割

北京
ソウル

東京

上海

台北香港

マニラ

グアム

サイパン

伊豆諸島

沖ノ鳥島

沖縄は戦略的要衝に存在

小笠原諸島

わが国のシーレーン
シーレーン

海上輸送交通路
わが国は全貿易量の99％
以上を海上輸送に依存

2000㎞

南西諸島の中央

シーレーンに隣接1000㎞ 沖縄

大陸と太平洋とのアクセス
→沖縄近海を通ると推定

※　海兵隊は、訓練時や展開時には常に全ての戦闘要素(陸、海、空)を同時に活用しており、各種事態への速やかな対処に適している。

２．在沖米海兵隊の意義・役割
○　在沖米海兵隊は、その高い機動性と即応能力
※により、わが国の防衛や東日本大震災への対
応をはじめ、06年５月のインドネシアのジャワ
島における地震への対応など地域の平和と安
全の確保を含めた多様な役割を果たしている。
→　こうした地理的特徴を有する沖縄に、高
い機動力と即応性を有し、幅広い任務に対
応可能で、さまざまな緊急事態への対処を
担当する海兵隊をはじめとする米軍が駐留
していることは、わが国の安全およびアジ
ア太平洋地域の平和と安定に大きく寄与

1．米海兵隊の沖縄駐留の理由
○　沖縄は、米本土やハワイ、グアムなどに比較
し、東アジアの各地域に対し距離的に近い。
→　この地域内で緊急な展開を必要とする
場合に、沖縄における米軍は、迅速な対応
が可能

○　沖縄は、わが国の周辺諸国との間に一定の距
離を置いているという地理上の利点を有する。

○　沖縄は、南西諸島のほぼ中央にあり、わが国
のシーレーンに近く、ユーラシア大陸と太平洋
のアクセス上重要な戦略的位置にある。



●「防衛省改革の方向性」（25年8月）に基づき、26年度
に引き続き、防衛力の全体最適化、統合運用、政策立
案機能等の強化のため、以下の組織改編を行う。

● 統合運用機能の強化
＜統合幕僚監部への実際の部隊運用業務の一元化＞
・自衛隊の実運用に関わる業務を統幕に一元化
・運用企画局を廃止し、運用政策総括官（統幕副長

級）、運用政策官（部課長級）を文官ポストとして新
設し、関係省庁との調整・対外説明業務を担当

● 内部部局の改編
＜政策立案機能及び防衛力整備機能を強化＞
・運用に関する法令の企画・立案、部隊訓練機能など

を防衛政策局へ移管

・政策立案機能強化のため、防衛政策局に戦略企画
課を新設

・防衛力整備機能の強化のため、整備計画局を新設
● 防衛装備庁の新設
＜省内の装備取得関連部門（内部部局、各幕僚監部、技

術研究本部、装備施設本部）を集約・統合した外局を
新設＞

＜防衛装備庁の主な機能＞
プロジェクト管理機能、国際的な装備協力・武器技術
管理機能、研究開発機能、装備品等の調達機能

防衛省改革の具体的取組

新しい統合幕僚監部の組織イメージ

内局改編後の組織イメージ

防衛装備庁組織イメージ

平成26年度

平成27年度

統合幕僚副長 運用政策
総括官

大臣官房

大臣官房

防衛政策局

防衛政策局

運用企画局 人事教育局

人事教育局

経理装備局

整備計画局

地方協力局

地方協力局

防衛大臣

防衛装備庁長官

防衛技監

装備官

統合幕僚長

運用部 防衛計画部 指揮通信
システム部

首席後方
補給官 報道官 運用政策官総務部 首席法務官

装備政策部 プロジェクト
管理部 技術戦略部 調達管理部長官官房監察監査・

評価官 調達事業部

長官官房審議官

防衛大臣



第Ⅲ部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

【周辺海空域における安全確保】
● 各種事態に際し、迅速かつシームレスに対応するた

め、自衛隊は、平素から常時継続的にわが国周辺海空
域の警戒監視を行う。

● 平成26年度の空自機による緊急発進（スクランブル）
回数は943回であり、前年度と比べて133回の大幅
な増加となり、昭和33年に航空自衛隊が対領空侵犯
措置を開始して以来、過去2番目に多い回数となった。

● 14（平成26）年には、南西諸島の通過をともなう中国
海軍艦艇の活動が合計7回、沖縄南方海域での活動が
1回確認されている。

● 12（同24）年12月には、中国国家海洋局所属固定翼
機（Y-12）が尖閣諸島魚釣島付近において領空を侵犯
した。また、13（同 25）年 8 月には、ロシア空軍の
TU-95爆撃機が福岡県沖ノ島付近において領空を侵
犯し、同年9月9日には、国籍不明の無人機（推定）が
東シナ海を飛行する事案が生起した。これらの事案
に対し、空自は戦闘機を緊急発進させて対応した。

● 13（同25）年11月の中国による「東シナ海防空識別
区」設定後も、防衛省・自衛隊は従前どおりの警戒監
視などを実施するとともに、引き続き厳正な対領空
侵犯措置を行うこととしている。

実効的な抑止および対処

冷戦期以降の緊急発進実施回数とその内訳

（回数）
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【島
とうしょ

嶼防衛】
● 島嶼部に対する攻撃に対応するため、部隊などを配

置するとともに、平素からの情報収集および警戒監
視などにより、兆候を早期に察知し、陸・海・空が一体
となった統合運用により、部隊を機動的に展開・集中
し、敵の侵攻を阻止・排除する。事前に兆候が得られ
ず万一島嶼を占領された場合には、航空機や艦艇に
よる対地射撃により敵を制圧した後、陸自部隊を着
上陸させるなど島嶼奪回のための作戦を行う。

● 与那国島への沿岸監視部隊の新編や水陸両用作戦機
能を備えた水陸機動団（仮称）の新編、那覇基地に第9
航空団を新編するなど、平素からの防衛基盤を強化
する。

● 常時継続的な情報収集・警戒監視態勢や迅速な対処
が可能な体制を整備するため、固定翼哨戒機（P-1）の
取得、イージス・システム搭載護衛艦（DDG）の調達
などを実施する。

● 迅速かつ大規模な輸送・展開能力を確保するため、お
おすみ型輸送艦の改修、多機能艦艇の在り方の検討
のための海外調査を行うとともに、機動展開能力向
上のためのオスプレイ（V－22）の導入などを行う。

● 15（同27）年1月から3月にかけて、米国における海
兵隊との実動訓練（アイアン・フィスト）をカリフォ
ルニアで実施し、水陸両用作戦機能の強化に努めて
いる。



島嶼防衛のイメージ図

ボートに
よる上陸

水陸両用車
による上陸

航空機による
着上陸

万一島嶼を占領された場合、島嶼を奪回
するための作戦

海上優勢・航空優勢の獲得・維持

敵に先んじて攻撃が予想される地域に部隊
を機動的に展開・集中、侵攻を阻止・排除

対潜戦対潜戦

洋上における対処洋上における対処

海上航空支援海上航空支援

全般防空全般防空

近接航空支援近接航空支援

空中給油空中給油

敵の潜水艦 潜水艦

水上艦艇水上艦艇

対水上戦対水上戦

アイアン・フィスト15において上陸を行う陸自隊員

「しもきた」に進入するLCAC



【弾道ミサイル攻撃などへの対応】
● わが国の弾道ミサイル防衛は、イージス艦やペトリオッ

トPAC-3を、自動警戒管制システム（J
Japan Aerospace Defense Ground Environment

ADGE）により
連携させて効果的に行う多層防衛を基本としている。

● 14（同26）年12月には、米軍経ヶ岬通信所に2基目
のTPY-2レーダーが配備された。

● 北朝鮮は、14（同26）年および15（同27）年も、ミサ
イル発射の示唆を含む挑発的な行動を繰り返し行っ
たが、防衛省・自衛隊は、必要な対応に万全の態勢を
継続している。

【海洋安全保障の確保に向けた取組】
● 海上交通の安全を確保するため、海賊対処行動を実

施するほか、同盟国などとより緊密に協力し、沿岸国
自身の能力向上を支援するとともに、様々な機会を
利用した共同訓練・演習の充実などの各種取組を推
進している。

【宇宙空間における対応】
● 宇宙分野における日米防衛当局間の協力を一層促進

する観点から、15（同27）年4月の日米防衛相会談に
おける指示に基づき、「宇宙協力ワーキンググループ」

（S
Space Cooperation Working Group

CWG）を設立した。本ワーキンググループを活用
して、①宇宙に関する政策的な協議の推進、②情報共
有の緊密化、③専門家の育成・確保のための協力、④
机上演習の実施など、幅広い分野での検討を一層推
進していく。

【サイバー空間における対応】
● 14（同26）年3月には、「自衛隊指揮通信システム隊」

の下に「サイバー防衛隊」を新編した。
● 防衛当局間の枠組みとして「日米サイバー防衛政策

ワーキンググループ」（C
Cyber Defense Policy Working Group

DPWG）を設置し、日米の情

● 平成27年度は、防衛大綱および中期防に基づき、そ
の2年目として、統合機動防衛力の構築に向け、防衛
力整備を着実に実施

● 各種事態における実効的な抑止および対処、アジア
太平洋地域の安定化およびグローバルな安全保障環
境の改善といった防衛力の役割にシームレスかつ機
動的に対応し得るよう、防衛力を整備する。

平成27年度の防衛力整備

PAC-3発射試験

報共有のあり方や人材育成における交流など協力分
野に関する専門的な意見交換を実施している。15（同
27）年5月には、今後の具体的な協力の方向性を示し
た共同声明を発表した。

● 防衛産業10社程度をコアメンバーとする「サイバー
ディフェンス連携協議会」（C

Cyber Defense Council
DC）を設置し、共同訓練

などを通じて、サイバー攻撃対処能力向上に取り組
んでいる。

【大規模災害などへの対応】
● 自衛隊は、自然災害をはじめとする災害の発生時に

は、地方公共団体などと連携・協力し、被災者や遭難し
た船舶・航空機の捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人
員や物資の輸送などの様々な活動を行っている。

● 14（同26）年8月、広島県広島市において、大雨の影響に
よって土砂災害が発生し、人員のべ約14,970名をもっ
て人命救助や行方不明者捜索を実施した。また、同年9
月、御嶽山で噴火が発生し、自治体・警察・消防などと連
携しながら、人命救助や行方不明者捜索を実施するた
め、人員のべ約7,150名による災害派遣活動を行った。

【在外邦人等の輸送への対応】
● 自衛隊は、派遣先国において輸送の対象となる在外

邦人等を防護し、航空機・船舶・車両まで安全に誘導・
輸送する。陸自ではヘリコプター隊と誘導輸送隊の
要員を、海自は輸送艦などの艦艇（搭載航空機を含
む）を、空自では輸送機部隊と派遣要員をそれぞれ指
定するなど待機態勢を維持している。

● 15（同27）年2月、多国間共同訓練（コブラ・ゴールド）
における在外邦人等の輸送訓練で、海外における初
めての陸上輸送訓練を実施した。

御嶽山噴火にかかる災害派遣に従事する陸自隊員



● 平成27年度においては、一層厳しさを増す安全保障
環境を踏まえ、国民の生命・財産とわが国の領土・領

【防衛生産・技術基盤の現状と防衛生産技術基盤戦略】
● 防衛省は、昨今の厳しい財政事情、欧米企業の再編や

国際共同開発の進展などを踏まえ、14（平成26）年6
月、「防衛生産・技術基盤戦略」を策定し、防衛生産・技
術基盤の維持・強化のための諸施策ならびに各防衛
装備品分野の現状と今後の方向性などを示した。

● 防衛省・自衛隊が、その防衛力を最大限効果的に機能
させるためには、これを下支えする人的基盤を充実・
強化させることがきわめて重要である。また、防衛
省・自衛隊の様々な活動は、国民一人ひとり、そして、
地方公共団体などの理解と協力があってはじめて可
能となるものであり、地域社会・国民と自衛隊相互の
信頼をより一層深めていく必要がある。

海・領空を守る態勢を強化するため、防衛関係費を平
成26年度に引き続き増額

【契約制度などの改善】
● 防衛省は、「特定防衛調達に係る国庫債務負担行為に

より支出すべき年限に関する特別措置法」の成立を
受け、「長期契約」の導入による装備品や役務の調達
コストの縮減と、安定的な調達を実現する。

● 主要な防衛装備品の取得について、プロジェクト・マ
ネージャーのもと、組織横断的な統合プロジェクト
チームを設置し、構想から廃棄までのプロジェクト
管理を一元的に実施する体制の整備を進めている。

● 15（平成27）年1月には、女性職員の採用・登用のさ
らなる拡大を図るとともに、職員の仕事と生活の調
和（ワークライフバランス）を一体的に推進するた
め、「働き方改革」「育児・介護等と両立して活躍でき
るための改革」および「女性職員の活躍推進のための
改革」の3つの改革を盛り込んだ「防衛省における女
性職員活躍とワークライフバランス推進のための取
組計画」を策定した。

防衛関係費

防衛力を支える人的基盤

防衛装備品に関する諸施策

過去15年間の防衛関係費の推移

49,385 49,392
49,262

48,760

48,297

47,903 47,815

47,426

47,028
46,826

46,625
46,453

46,804

47,838

48,221

46,000

47,000

48,000

49,000

50,000

272625242322212019181716151413

（注）上記の計数は、SACO関係経費、米軍再編経費のうち地元負担軽減分および新たな政府専用機導入にともなう経費を含まない。これらを含めた防衛関係費の総額は、13年度は
49,550 億円、14年度は49,557億円、15年度は49,527億円、16年度は49,026億円、17年度は48,560億円、18年度は48,136億円、19年度は48,013億円、20年度
は47,796億円、21年度は47,741億円、22年度は47,903億円、23年度は47,752億円、24年度は47,138億円、25年度は47,538億円、26年度は48,848億円、27年
度は49,801億円になる。



【研究開発】
● 防衛装備品への適用面から、大学・独立行政法人の研

究機関や企業などにおける独創的な研究を発掘し、
将来有望である芽出し研究を育成するため、防衛省
独自のファンディング制度（安全保障技術研究推進
制度（競争的資金））を新設

【防衛装備・技術協力】
● わが国は、防衛生産・技術基盤の維持・強化および平

和貢献・国際協力の推進に資するよう、防衛装備移転
三原則に基づき、諸外国との防衛装備・技術協力を推
進している。

● 米国との間では、92（同4）年以降、19件の共同研究
および1件の共同開発を実施しているほか、F-35A
生産への国内企業の製造参画および整備拠点の設置
に向けた取組などを行っている。

● 英国との間では、13（同25）年7月、米国以外の国と
は初めてとなる共同研究を開始

● フランスとの間では、15（同27）年3月、日仏防衛装
備品・技術移転協定に署名した。

● オーストラリアとの間では、15（同27）年5月、オー

ストラリアの将来潜水艦プログラムに関し、わが国
としていかなる協力が可能か検討するため、民間企
業の参画を得て、協議を開始することとした。

● インドとの間では、US-2救難飛行艇にかかる二国間
協力に向けた合同作業部会を、計3回、開催

● ASEAN諸国との間では、非伝統的安全保障分野にお
ける防衛装備・技術協力について意見交換を実施

今日の国際社会においては、一国のみで対応すること
がきわめて困難な課題が増加している。このため、国際
協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、二国間・
多国間の安全保障協力を強化するとともに、国際平和
協力活動などに積極的に取り組むことが重要である。

【多国間安全保障枠組み・対話における取組】
● 13（平成25）年12月の日ASEAN特別首脳会議にお

ける安倍内閣総理大臣の提案に基づき、14（同26）年
11月、ミャンマーにおいて、日ASEAN防衛担当大臣
ラウンドテーブルを初開催した。また、15（同27）年5
月に開催されたシャングリラ会合では、中谷防衛大臣
が、第2全体セッションにおいて、スピーチを行った。

● 防衛省は、地域の安定を積極的・能動的に創出し、グ
ローバルな安全保障環境を改善するため、能力構築支
援に積極的に取り組んでいる。

【各国との防衛協力・交流】
● オーストラリア：14（同26）年7月の日豪首脳会談に

おいて、両国の関係を「21世紀のための特別な戦略的
パートナーシップ」と位置づけ、日豪防衛装備品・技
術移転協定に署名

● 韓国：14（同26）年12月、「日米韓情報共有に関する
防衛当局間取決め」に署名し、北朝鮮の核およびミサ
イルの脅威に関する秘密情報の共有が可能となった。

● インド：14（同26）年9月、日印防衛協力及び交流の
覚書に署名し、ハイレベル交流、二国間海上訓練、幕
僚協議などの軍種間交流、非伝統的安全保障分野に

各国等との防衛協力・交流

インドとの間で協力のあり方について協議を行っているUS-2救難飛行艇

日ASEANラウンドテーブル（初開催）

日インドネシア首脳会談【内閣広報室】



おける協力について合意
● 中国：防衛当局間の「海空連絡メカニズム」の早期運

用開始に向けた協議を再開
● ロシア：ウクライナ情勢を踏まえ、G7との連携を重

視しつつ、交流について適切に対応
● 東南アジア諸国：15（同27年）1月にはフィリピンと、

同年3月にはインドネシアと防衛協力・交流に関する
覚書に署名するとともに、能力構築支援などを通じ、
東南アジア諸国とのさらなる関係の強化・深化を
図っている。

● 英国：15（同27）年1月、初の外務・防衛閣僚会合を実
施。グローバルな安全保障上の課題への協力の強化
などについて意見交換

● フランス：14（同26）年7月、防衛協力・交流に関する
意図表明文書に署名。15（同27）年3月、2回目の外
務・防衛閣僚会合を実施

【海洋安全保障の確保】
● 海洋国家であるわが国にとって、法の支配、航行の自

由などの基本的ルールに基づく秩序を強化し、海上
交通の安全を確保することは、平和と繁栄の基礎で
ある。このため、関係国と協力して海賊に対応すると
ともに、この分野における沿岸国自身の能力向上の
支援、米国主催の国際掃海訓練への参加といったわ
が国周辺以外の海域における様々な機会を利用した

共同訓練・演習の充実など、各種取組を推進する。
● 海賊対処について、13（平成25）年から、より柔軟か

つ効果的な部隊運用を行うため、水上部隊はこれま
での直接護衛に加え、C

Combined Task Force
TF151に参加してゾーン

ディフェンスを行っている。また、14（同26）年2月
からは航空隊もCTF151に参加、15（同27）年5月
には、自衛隊初の多国籍部隊司令官となるCTF151
司令官を派遣した。

国際社会の課題への取組

自衛隊による海賊対処行動

●

C点

A点

B点

商船
海賊の疑いの
ある船舶

情報収集
情報提供

護衛対象船舶

派遣海賊対処
行動水上部隊

ジブチ 警戒監視、情報収集・提供を実施

※モンスーン期（6月～８月、
　12月～ 2月）はＡ-B点の
　護衛を実施

※CTF151司令部と参加部隊との関係は、連絡調整の関係

○1隻護衛、1隻ゾーンディフェンスの活動を基本
○護衛についてはわが国独自枠組み、ゾーンディフェ
ンスについてはCTF151に参加して実施

ゾーンディフェンスに
1隻割当て

護衛に
1隻割当て

第151連合任務部隊（CTF151）
・09（平成21）年1月に設置された海
賊対処のための連合任務部隊で、米
国、オーストラリア、英国、トルコ、
韓国、パキスタンなどが参加
・参加国は、同部隊司令部と配置日程な
どを連絡調整のうえ、任務に当たる。

日英外務・防衛閣僚会合（「2+2」）



【国際平和協力活動への取組】
● 国連南スーダン共和国ミッション（UNMISS）

派遣施設隊（約350名）および司令部要員（4名）が南
スーダン共和国において各種活動を実施中

● 西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行に対する国
際緊急援助活動
国連エボラ緊急対応ミッションからの要請を受け、
KC-767空中給油・輸送機により、個人防護具約2万
着を空輸

● 防衛省・自衛隊は、民生支援として様々な協力活動を
行い、地域社会・国民と自衛隊相互の信頼をより一層
深めるとともに、地域コミュニティーの維持・活性化
に大きく貢献している。

● 防衛省・自衛隊は、自衛隊の現状を広く国民に紹介す
る活動を行っている。たとえば、自衛隊記念日行事の
一環として、自衛隊音楽まつりを日本武道館で毎年
開催しているほか、平成26年度は、百里基地におい
て防衛省・自衛隊60周年記念航空観閲式を行った。

地域コミュニティーとの連携

南スーダンで側溝の整備を行う陸自隊員

防護具を空輸した空自隊員

日本武道館において行われた平成26年度自衛隊音楽まつりの様子

エア・アジア機の捜索を行う海自隊員

ネパールで医療活動を行う陸自隊員

防衛省・自衛隊60周年記念航空観閲式の様子

● エア・アジア航空機消息不明事案に対する国際緊急
援助活動
海賊対処活動を終え帰国途中であった派遣海賊対処
行動水上帰投部隊を派遣し、約1週間の捜索救助活動
を実施

● ネパールでの地震に対する国際緊急援助活動
ネパール政府の要請を受け、医療援助隊を速やかに
派遣し、約3週間にわたり、医療活動を実施


